
◎最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律 
（令和四年一一月一八日法律第八六号）   

一、提案理由（令和四年一〇月二六日・衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関

する特別委員会） 

○寺田国務大臣 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法

律案及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し

上げます。 

……………（略）…………… 

続きまして、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案につきまして、そ

の提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 この法律案は、国外に居住している国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権

行使の機会を保障するため、在外投票を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とす

る船舶等の乗船中の船員等の審査の投票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とす

るなどの措置を講じようとするものであります。 

 次に、法律案の内容について、その概要を申し上げます。 

 第一に、在外投票に関する事項であります。 

 国民審査について、在外選挙人名簿に登録をされている審査人による投票を可能と

し、在外選挙と同様、在外公館等における在外投票、郵便等による在外投票及び国内に

おける投票を行うことができることとしております。 

 投票用紙には、点字による審査の投票に用いるものを除き、一から十五までの数字を

印刷するとともに、当該数字のそれぞれに対するバツの記号を記載する欄を設け、中央

選挙管理会は、審査の告示の際に、審査に付される裁判官の氏名の告示順序を示す番号

を告示することとし、審査人は、罷免を可とする裁判官については投票用紙に印刷をさ

れた数字のうち当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に自らバツの

記号を記載し、罷免を可としない裁判官については投票用紙に印刷をされた数字のうち

当該裁判官に係る告示番号に相当するものに対する記載欄に何らの記載をしないで、投

票することとしております。 

 第二に、洋上投票等に関する事項であります。 

 遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等が衆議院議員の総選挙及び参議院

議員の通常選挙において行うことができるファクシミリ装置を用いる投票方法である洋

上投票等について、国民審査についても行うことができることとしております。 

 第三に、審査に付される裁判官の氏名及び告示番号の周知等に係る規定の整備、開票

立会人の選任に係る規定の整備、審査分会立会人及び審査立会人の選任要件の緩和、投

票等の保存に関する事務の合理化等を行うこととしております。 

 なお、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行することとしております。 



 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。 

二、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長報告（令和四年一一

月一日） 

○平口洋君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び公

職選挙法改正に関する特別委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

次に、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案は、令和四年五月二十五

日の最高裁判所大法廷における違憲判決を受け、在外国民審査制度を創設し、技術的に

対応が可能で、審査人の意思表示が容易な分離記号式による投票を可能とする等の措置

を講じるものであります。 

 両案は、去る十月二十五日に本委員会に付託され、翌二十六日に寺田総務大臣から趣

旨の説明を聴取し、昨三十一日に質疑を行い、順次採決を行った結果、いずれも全会一

致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。  

三、参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長報告（令和四年一一月一一

日） 

○古川俊治君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、政治倫理の確立及び

選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

……………（略）…………… 

次に、最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案は、国外に居住している

国民の最高裁判所裁判官国民審査における審査権行使の機会を保障するため、在外投票

を可能とするとともに、遠洋区域を航行区域とする船舶等に乗船中の船員等の審査の投

票の機会を確保するため、洋上投票等を可能とするほか、所要の規定の整備を行おうと

するものであります。 

 委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、統一率が低下する中で統一地

方選挙を実施する意義、在外国民審査制度が導入されていなかった理由と審査権行使の

ための環境整備、郵便等投票や国民審査における点字投票を改善する必要性、子供を連

れた選挙運動に係る公選法上の解釈等について質疑が行われました。 

 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可

決すべきものと決定いたしました。 

 以上、御報告申し上げます。  

  

 


